
三
八
九

第
十
九
章　

政
治
倫
理
審
査
会　
　

（
四
〇
七
）

第
十
九
章　

政
治
倫
理
審
査
会

四
〇
七　

政
治
倫
理
審
査
会
は
、
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
、
議
員
が
行
為
規

範
等
に
著
し
く
違
反
し
、
政
治
的
道
義
的
に
責
任
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
す
る

政
治
倫
理
審
査
会
は
、
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
、
審
査
会
の
委
員
の
申
立
て
又
は
議
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
議
員
が

行
為
規
範
そ
の
他
の
政
治
倫
理
の
確
立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
議
長
が
定
め
る
法
令
の
規
定
に
著
し
く
違
反
し
、
政
治

的
道
義
的
に
責
任
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
す
る
。

（
注
）
1　

 

第
百
二
回
国
会
に
お
い
て
政
治
倫
理
審
査
会
の
設
置
に
関
す
る
国
会
法
の
一
部
改
正
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
二
号
）

が
行
わ
れ
、
第
百
四
回
国
会
の
召
集
日
（
昭
和
六
十
年
十
二
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

2　

政
治
倫
理
の
確
立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
議
長
が
定
め
る
法
令
は
、
次
に
掲
げ
る
法
令
で
あ
る
（
平
成
五
年
三
月
十
二
日

決
定
）。

一　

行
為
規
範
（
昭
和
六
十
年
十
月
十
四
日
議
決
）

国
第
一
二
四
条

　
の
三
　
　
　

倫
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第

一

条



三
九
〇

二　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）

三　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
国
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
号
）

四
〇
八　

政
治
倫
理
審
査
会
は
、
十
五
人
の
委
員
で
組
織
す
る

政
治
倫
理
審
査
会
は
、
十
五
人
の
委
員
で
組
織
す
る
。

委
員
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
所
属
議
員
十
人
以
上
を
有
す
る
各
会
派
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ

り
各
会
派
に
割
り
当
て
、
各
会
派
の
申
出
に
基
づ
き
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
選
任
す
る
。

所
属
議
員
十
人
以
上
を
有
す
る
会
派
で
委
員
を
割
り
当
て
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
派
の
所
属
議
員
の

う
ち
か
ら
、
審
査
会
に
出
席
し
、
並
び
に
事
案
に
つ
い
て
、
質
疑
し
、
及
び
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
議
員
各
一

人
を
議
院
の
会
議
に
お
い
て
選
任
す
る
。
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六
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三
九
一

第
十
九
章　

政
治
倫
理
審
査
会　
　

（
四
〇
八
―
四
一
一
）

四
〇
九　

会
長
は
、
政
治
倫
理
審
査
会
の
議
事
を
整
理
し
、
秩
序
を
保
持
し
、

及
び
政
治
倫
理
審
査
会
を
代
表
す
る　

会
長
は
、
政
治
倫
理
審
査
会
の
議
事
を
整
理
し
、
秩
序
を
保
持
し
、
及
び
政
治
倫
理
審
査
会
を
代
表
す
る
。

四
一
〇　

会
長
は
、
政
治
倫
理
審
査
会
に
お
い
て
そ
の
委
員
が
互
選
す
る

会
長
は
、
政
治
倫
理
審
査
会
に
お
い
て
そ
の
委
員
が
互
選
す
る
。

な
お
、
会
長
の
互
選
に
当
た
っ
て
は
、
委
員
中
の
年
長
者
が
会
長
の
職
務
を
行
う
。

四
一
一　

幹
事
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た
幹
事
の
数
及

び
各
会
派
に
対
す
る
割
当
て
に
基
づ
き
、
審
査
会
に
お
い
て
選
任
す

る
の
を
例
と
す
る

幹
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た
幹
事
の
数
及
び
各
会
派
に
対
す
る
割
当
て
に
基
づ

倫
規

　
第
一
二
条

倫
規

　
第
一
一
条
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規

　
第
一
二
条

　
の
二



三
九
二

き
、
審
査
会
に
お
い
て
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る
。

四
一
二　

行
為
規
範
等
違
反
審
査
の
申
立
て
を
す
る
に
は
、
委
員
の
三
分
の
一

以
上
が
連
署
す
る
申
立
書
を
会
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る

行
為
規
範
等
違
反
審
査
の
申
立
て
を
す
る
に
は
、
委
員
の
三
分
の
一
以
上
が
連
署
す
る
申
立
書
を
会
長
に
提
出
す
る
こ

と
を
要
す
る
。

申
立
書
に
は
、
議
員
が
行
為
規
範
等
に
著
し
く
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。第

百
二
十
六
回
国
会
政
治
倫
理
審
査
会
幹
事
会
決
定
（
平
成
五
年
四
月
二
十
一
日
）

審
査
の
申
立
て
を
す
る
委
員
は
、
申
立
書
に
連
署
す
る
も
の
と
す
る
。

倫
規

　
第

二

条



三
九
三

第
十
九
章　

政
治
倫
理
審
査
会　
　

（
四
一
二
―
四
一
四
）

四
一
三　

政
治
倫
理
に
関
し
不
当
な
疑
惑
を
受
け
た
と
し
て
行
為
規
範
等
違
反

審
査
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
議
員
は
、
申
出
書
に
署
名
し
、
こ
れ
を

会
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る

政
治
倫
理
に
関
し
不
当
な
疑
惑
を
受
け
た
と
し
て
行
為
規
範
等
違
反
審
査
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
議
員
は
、
申
出
書
に

署
名
し
、
こ
れ
を
会
長
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

申
出
書
に
は
、
疎
明
資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
六
回
国
会
政
治
倫
理
審
査
会
幹
事
会
決
定
（
平
成
五
年
四
月
二
十
一
日
）

不
当
な
疑
惑
を
受
け
た
と
し
て
審
査
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
議
員
は
、
申
出
書
に
署
名
の
上
、
疎
明
資
料
を
添
え

て
、
こ
れ
を
会
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

四
一
四　

政
治
倫
理
審
査
会
が
審
査
の
申
立
て
に
係
る
事
案
を
審
査
す
る
か
否

か
を
決
定
す
る
に
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
に
よ
る
議
決
を
要
す
る

政
治
倫
理
審
査
会
が
審
査
の
申
立
て
に
係
る
事
案
を
審
査
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
こ
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二
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三
九
四

れ
を
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

四
一
五　

政
治
倫
理
審
査
会
は
、
政
治
倫
理
に
関
し
不
当
な
疑
惑
を
受
け
た
と

し
て
議
員
か
ら
審
査
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
に
係
る

事
案
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

政
治
倫
理
審
査
会
は
、
政
治
倫
理
に
関
し
不
当
な
疑
惑
を
受
け
た
と
し
て
議
員
か
ら
疎
明
資
料
を
添
え
て
審
査
の
申
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
明
ら
か
に
審
査
す
る
理
由
が
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
申
出
に
係
る
事
案
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

倫
規

　
第

二

条

　
の

二
　
　



三
九
五

第
十
九
章　

政
治
倫
理
審
査
会　
　

（
四
一
五
、
四
一
六
）

四
一
六　

政
治
倫
理
審
査
会
は
、
政
治
的
道
義
的
に
責
任
が
あ
る
と
認
め
た
議

員
に
対
し
、
行
為
規
範
等
の
遵
守
の
勧
告
、
一
定
期
間
の
登
院
自
粛

の
勧
告
又
は
役
員
、
特
別
委
員
長
、
調
査
会
長
、
憲
法
審
査
会
の
会

長
若
し
く
は
情
報
監
視
審
査
会
の
会
長
の
辞
任
の
勧
告
を
行
う

政
治
倫
理
審
査
会
は
、
審
査
の
申
立
て
を
さ
れ
た
議
員
又
は
審
査
の
申
出
を
し
た
議
員
に
つ
き
政
治
的
道
義
的
に
責
任

が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
議
員
に
対
し
、
行
為
規
範
等
の
遵
守
の
勧
告
、
一
定
期
間
の
登
院
自
粛
の
勧
告
又
は

役
員
、
特
別
委
員
長
、
調
査
会
長
、
憲
法
審
査
会
の
会
長
若
し
く
は
情
報
監
視
審
査
会
の
会
長
の
辞
任
の
勧
告
を
行
う
。

政
治
倫
理
審
査
会
は
、
右
の
勧
告
を
二
以
上
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
勧
告
を
行
う
に
は
、
出
席
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
要
す
る
。

な
お
、
右
の
勧
告
を
行
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
審
査
の
申
立
て
を
さ
れ
た
議
員
等
の
名
誉
を
回
復
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

倫
規

　
第

三

条

　
第
一
五
条



三
九
六

四
一
七　

政
治
倫
理
審
査
会
が
事
案
に
つ
い
て
審
査
を
終
わ
っ
た
と
き
は
、
会

長
か
ら
、
事
案
の
概
要
及
び
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
報
告
書
を
議

長
に
提
出
す
る

政
治
倫
理
審
査
会
が
事
案
に
つ
い
て
審
査
を
終
わ
っ
た
と
き
は
、
会
長
か
ら
、
事
案
の
概
要
及
び
審
査
の
結
果
を
記
載

し
た
報
告
書
を
議
長
に
提
出
す
る
。

倫
規

　
第

四

条


